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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年２月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年４月１９日 １３時５７分ごろ 

発生場所 山口県宇部市本山灯標南西方沖 

本山灯標から真方位２３３°３.０海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°５１.１′ 東経１３１°１２.１′） 

事故調査の経過 平成２５年４月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ ケミカルタンカー DOGO
ドーゴー

 ASTERIA
ア ス テ リ ア

（大韓民国籍）、４９７トン 

９０４６５９０（ＩＭＯ番号）、DOGO SHIPPING CO.,LTD.（大

韓民国籍） 

   ６３.９０ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,０２９kＷ、１９９２年４月１６日 

Ｂ 引船 五十猛
い た け る

、９９トン 

   １３５１３０、株式会社近藤海事 

   ２６.５０ｍ×７.５０ｍ×３.１９ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成９年１１月３０日 

Ｃ 台船 阿修羅
あ し ゅ ら

、約１,８３１トン 

   なし、株式会社近藤海事 

   ７２.０ｍ×２０.０ｍ×３.６ｍ、鋼 

   機関なし、平成２年（建造年） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 二等航海士Ａ（大韓民国籍） 男性 ６５歳 

 三級航海士（大韓民国発給） 

   交付年月日 ２００９年５月１９日 

（２０１４年５月１８日まで有効）          

Ｂ 一等航海士Ｂ 男性 ３２歳 

   四級海技士（航海）（履歴限定） 

    免 許 年 月 日 平成１２年８月２５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年８月１１日 

    免状有効期間満了日 平成２７年８月２４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首ステム部に亀裂及び凹損 
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Ｂ なし 

Ｃ 船尾端右舷側に凹損、後部右舷の貨物コーミング及び同架台に凹

損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び二等航海士Ａほか８人が乗り組み、愛媛県松山

市松山港に向けて下関南東水道の推薦航路に沿って南西側を約１１.

５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南東進していた。 

二等航海士Ａは、関門港内での操船指揮をしていた船長Ａから船橋

当直を引き継ぎ、甲板員Ａと共に見張りを行いながら、自動操舵で航

行していた。 

二等航海士Ａは、甲板員Ａがトイレに行くことを許可し、１人で船

橋左舷側に立ち、右舷前方にＢ船がＣ船をえい
．．

航する引船列（以下

「Ｂ船引船列」という。）が同航していることを確認していたもの

の、平成２５年４月１９日１３時４５分ごろ、開けていた左舷側の扉

の所において、左舷方に体を向けて下関南東水道の北側を反航する他

船及び接近する下関南東水道第４号灯浮標を見ていた。 

二等航海士Ａは、１３時５７分ごろ、本山灯標から真方位２３３°

３.０Ｍ付近において、衝撃を感じて前方を見たところ、Ａ船船首が

Ｂ船引船列のＣ船の右舷後部に衝突したことを知り、右舵一杯を取っ

てＢ船引船列の右方に出てＢ船に向かった。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び一等航海士Ｂほか３人が乗り組み、ひし形の形

象物１個を掲げ、無人でひし形の形象物を掲げた空船のＣ船をえい
．．

航

しており、Ｂ船引船列の全長を約２２０ｍとし、大分県大分港に向け

て下関南東水道の推薦航路に沿って南西側を約６.５kn の速力で自動

操舵により、南東進していた。 

一等航海士Ｂは、１３時５０分ごろ、下関南東水道第４号灯浮標を

通過したので、１０°ほど左転を行い、姫島水道の方向に向ける針路

としたとき、周囲を見渡して前方に漁船数隻及び後方にＡ船を確認し

たが、漁船に注意しながら、後方から接近するＡ船が避航するものと

思い、Ａ船から目を離し、警告信号は行わずに航行した。 

一等航海士Ｂは、Ｂ船引船列のＣ船とＡ船が衝突したものの、衝突

を知らないで航行を続けたが、西部石油宇部沖シーバース付近にいた

警戒船船長から、携帯電話で衝突の事実を知らされ、報告を受けた船

長Ｂが海上保安庁に連絡した。 

（付図１ 推定航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参

照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項 

 

下関南東水道第４号灯浮標は、同水道の推薦航路と周防灘の推薦航

路との接点に設置され、変針点の目標となっていた。 

Ａ船及びＢ船は、共にレーダー、ＧＰＳプロッター及び汽笛を装備
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していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、下関南東水道を南東進中、二等航海士Ａが、右舷船首方に

Ｂ船引船列を確認していたものの、左舷方を反航する他船及び接近す

る下関南東水道第４号灯浮標を見ており、見張りを適切に行っていな

かったことから、Ｂ船引船列のＣ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船引船列は、下関南東水道を南東進中、一等航海士Ｂが、変針し

たとき、後方にＡ船を確認していたものの、Ａ船が避航するものと思

い、見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船引船列のＣ船と

Ａ船が衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、下関南東水道において、Ａ船及びＢ船引船列が共に南東

進中、二等航海士Ａが、左舷方を反航する他船及び接近する下関南東

水道第４号灯浮標を見ており、見張りを適切に行っておらず、また、

一等航海士Ｂが、Ａ船が避航するものと思い、見張りを適切に行って

いなかったため、Ａ船とＢ船引船列のＣ船が衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、視覚、聴覚及びそのときの状況に適した他の全て

の手段により、常時適切に見張りを行うこと。 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 
                             平成２５年４月１９日 

時刻 

（時：分：秒） 

北緯 

（°-′-″） 

東経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

13:01:50   33-57-33.8  131-02-00.3     144    143.2    11.9 

13:06:40 33-56-48.4  131-02-43.0     140    142.6    11.7 

13:11:49 33-56-10.7 131-03-39.7     127    125.4    11.8 

13:16:50 33-55-34.1 131-04-35.9 132    130.3    11.7 

13:21:51 33-54-56.6 131-05-30.2 131    129.9    11.5 

13:26:51 33-54-19.6 131-06-24.5 130    129.7    11.7 

13:31:31 33-53-44.5 131-07-14.9 130    128.8    11.7 

13:36:51 33-53-06.4 131-08-13.6 126    123.8    11.5 

13:42:01 33-52-33.1 131-09-13.7 124    123.3    11.6 

13:46:40 33-52-03.3 131-10-08.4 125    125.0    11.5 

13:51:51 33-51-31.5 131-11-08.7 120    120.7    11.3 

13:52:51 33-51-26.0 131-11-20.6 120    118.8    11.4 

13:54:51 33-51-14.3 131-11-44.2 122    120.9    11.3 

13:56:47 33-51-03.9 131-12-07.2 141    119.3     8.8 

13:57:07 33-51-01.9 131-12-09.1 174    165.5     7.9 

（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 

 

 


